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(平成１４年４月１２日公表)サワラ瀬戸内海系群資源回復計画
(平成１５年３月２８日一部改正)

(平成１９年３月２９日一部改正)

(平成２１年３月３１日一部改正)

１ 資源の現状と資源回復の必要性

( ) 資源の特性と資源水準の現状1

瀬戸内海のサワラ資源には、その漁場形成と移動状況から、備讃瀬戸以東の東部と燧

灘以西の西部の２系群があると想定されている。

瀬戸内海のサワラは、冬期を東部では紀伊水道以南の太平洋沿岸、また西部では伊予

、 、 、 （ 、 、灘 豊後水道域で過ごし ２歳魚以上の産卵群は 瀬戸内海中央部 播磨灘 備讃瀬戸

燧灘）の中層水温が１４℃前後になる４月下旬～５月上旬に、紀伊水道と豊後水道の東

西両水道を経て瀬戸内海に来遊する。また、１歳魚（サゴシ）はそれより半月から１ヶ

月遅れて瀬戸内海に来遊する。

産卵は、５月中旬から６月中旬に、紀伊水道からの群は播磨灘の鹿ノ瀬・室津の瀬及

び備讃瀬戸の中の瀬・カマ瀬を中心とした水域、また豊後水道からの群は燧灘西北部一

帯の瀬で産卵するとみられている。

稚仔は、ふ化直後から魚食性を有し、カタクチイワシやイカナゴを主に捕食する。

サワラは４月に瀬戸内海に入って夏を越し、水温の低下する１１月頃外海に出ること

から、漁期は主として４～１２月の間にあり、春漁（４月～７月）と秋漁（９月～１１

月）に二分される。春漁は瀬戸内海への入り込み期に１歳の索餌群と２歳以上の産卵群

を対象に行われ、秋漁は瀬戸内海からの移出期に主に０歳魚及び１歳魚を対象に行われ

る。その他冬季には、紀伊水道や水道外域、また伊予灘や豊後水道域で越冬群を対象に

行われるものがある。

瀬戸内海におけるサワラ漁場図

資料：水産庁〈各府県からの聞き取りによる ；平成１３年〉

サワラの資源量推定はデータの蓄積のある昭和 年までさかのぼることができるが、62
12 1,800 61サワラの平成 年における資源量は トンと推定され 漁獲量のピーク時 昭和、 、 （注

年）に近い昭和 年の水準（ トン）に比べて極めて低い水準にある。また、０歳62 18,000
魚の加入状況も、資源量同様、東部西部ともに極めて低い状態にある。このため、親魚

が減少し生まれてくる加入資源の水準が先細る加入乱獲の状態にある。

（注）平成 年サワラ瀬戸内海系群の資源評価では トンと推定されている。18 1,482
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瀬戸内海におけるサワラ資源量の年変化 瀬戸内海におけるサワラ加入尾数の年変化

資料：瀬戸内海区水産研究所調査 資料：瀬戸内海区水産研究所調査

( ) 漁獲量の推移と資源回復の必要性2

瀬戸内海での漁獲量はかつて東シナ海に次いで多く、我が国周辺水域のサワラ類漁獲

量の ～ を占め、昭和 年には トンで過去最高となった。その後は一転し1/3 1/2 61 6,255
て減少に転じ、平成 年には トンまで低下し、平成 年には トン、平成 年10 196 11 254 12
には トンとなっている。490

昭和 年以降の漁獲量の急激な減少の主な原因は 「流し網」については漁具の改良61 、

（テグス網地の導入等 、漁船性能の向上があったほかまき網漁業の操業等により、漁獲）

努力量が高いレベルに維持され続けたこと、餌料生物として重要なカタクチイワシやイ

カナゴが減少したこと等が考えられている。

サワラは地域においても文化的に欠くことのできない食材として定着している瀬戸内

海を代表する魚種の１つであり、播磨灘を中心とした各府県が自主的な取り組みにより

資源管理に努めているが、瀬戸内海のサワラ資源は加入乱獲の状況にあり極めて危険な

水準にあることから、今後サワラ資源を安定して利用するためには、従来の自主的な取

り組みを越えた広域的かつ実効ある資源管理措置を通じて資源を回復していくことが不

可欠となっている。

瀬戸内海サワラ漁獲量の推移

資料：中四国農政局「瀬戸内海区の海面漁業・養殖業」
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２ 資源の利用と資源管理等の現状

( ) 関係漁業等の現状1

① 関係漁業の現状

瀬戸内海のサワラを対象とする漁業は、さわら流し網、ひき縄、はなつぎ網及びさご

し巾着網漁業等がある。

海域（灘）ごとの漁業許可等の現状

海域 府県 漁業種類 管理区分 操業(許可)期間 盛漁期許可隻数

紀伊水道 和歌山 ひき縄 自由漁業 － 周年 ～ 月11 3
徳島 自由漁業 － 周年 ～ 月ひき縄、立縄等 9 12
兵庫 ひき縄 許可漁業 周年 ～ 月750 隻 9 12

月大阪湾 大阪 さわら流し網 許可漁業 ～158 隻 4/1 12/31 １０～１２、４～５

ひき縄 許可漁業 ～ ～ 月400 隻 8/1 2/15 10 12
兵庫 ひき縄 許可漁業 周年 ～ 月1323 隻 9 12

播磨灘 兵庫 はなつぎ網 許可漁業 ～ 月28 統 (西部)さわらはなつぎ網 ～5/6 7/5 5 7
～ 月3 5 7統 (東部)たいさわらはなつぎ網 周年

さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月73 隻 4/20 11/30 4 7
～ 、 ～ 月ひき縄 許可漁業 周年1448 隻 5 7 9 11

岡山 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ ～ 月90 隻 4/20 7/10 9/20 11/30 4 7、

5/1 7/10さわら船曳網 許可漁業 ～0 隻

ひき縄 許可漁業 ～ ～ 月68 隻 4/20 7/10 10/1 11/30 10、

徳島 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月28 隻 4/1 6/30 4 6
香川 さわら流し網 許可漁業 ～ 、 ～ ～ 月228 隻 4/25 7/20 9/1 11/30 4 6

5/1 7/31ひき縄 許可漁業 ～431 隻

備讃瀬戸 岡山 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ ～ 月158 隻 4/20 7/10 9/20 11/30 4 7、

70 4/20 6/30 9/20 11/30ひき縄 許可漁業 ～ ～隻 、

香川 さわら流し網 許可漁業 ～ 、 ～ ～ 月281 隻 4/25 7/20 9/1 11/30 4 6
5/1 7/31ひき縄 許可漁業 ～634 隻

燧灘 広島 さごし巾着網 許可漁業 ～ ～ 月21 統 6/1 8/31 6 8
さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月81 隻 5/1 6/30 5 6

香川 さわら流し網 許可漁業 ～ 、 ～ ～ 月150 隻 4/20 6/15 9/1 11/30 4 6
愛媛 さわら流し網 許可漁業 周年 ～ 月238 隻 4 7

9/1 11/30さごし流し網 許可漁業 ～10 隻

安芸灘 広島 さわら流し網 許可漁業 ～ 月70 隻 (西部) ～ 、(東部) ～5/1 7/31 4/11 7/20 4 7
山口 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月209 隻 3/1 12/31 6 7
愛媛 さわら流し網 許可漁業 周年 ～ 月238 隻 8 12

伊予灘 山口 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月209 隻 3/1 12/31 6 7
愛媛 さわら流し網 許可漁業 周年 ～ 月228 隻 8 12
大分 さわら流し網 許可漁業 ～ 、 ～ ～ 月95 隻 7/1 1/31 8/1 1/31 10 11

周防灘 山口 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月209 隻 3/1 12/31 9 12
福岡 さわら流し網 許可漁業 周年 ～ 月15 隻 10 11
大分 さわら流し網 許可漁業 ～ ～ 月28 隻 3/1 12/31 10 11

(注１)漁業種類は、略称を用いており許可上の名称と異なる場合がある。

(注２)許可隻数は、平成１３年の当該海域において操業することができる県内漁業者の許

可数の最大値である。

（注３）灘の定義は、サワラを対象とする漁業のため、便宜的に分類したものであり、別表

参照（以下同じ 。）
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② 漁獲量・漁獲金額の推移

漁業種類別漁獲量の推移

資料：中四国農政局「瀬戸内海区の海面漁業・養殖業」

海域（灘）ごとの漁獲量の推移

資料：中四国農政局「瀬戸内海区の海面漁業・養殖業」

漁獲金額等の推移

資料：中四国農政局「瀬戸内海区の海面漁業・養殖業」
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③ 漁業形態及び経営の現状

さわら流し網漁業等のサワラを対象とする漁業は他業種と兼業しているものも多い

が、サワラの漁獲量が増えるにしたがい、サワラを対象とする漁業の比率が高まる傾向

がある。

④ 消費と流通の現状

瀬戸内海で漁獲されたサワラは、主として岡山県、香川県等の消費地市場に仕向けら

れているほか地元において消費されており、地域においても文化的に欠くことのできな

い食材となっている。

( ) 資源管理等の現状2

① 関係漁業の主な資源管理措置

瀬戸内海のサワラの資源管理については、現在、漁業調整規則等や漁業者間の自主的

な取り組み等により、秋漁の抑制や網目の拡大等に取り組んでいる。

主な資源管理措置

海域 府県 漁業種類 漁業調整規則等 自主的な取り組み等

紀伊水道 和歌山 ひき縄 － －

徳島 ひき縄等 － －

兵庫 ひき縄 － －

大阪湾 大阪 さわら流し網 － 網目： 寸(春 寸)以上3.3 3.6
網の長さ： 反 ｍ以内30 3000
受精卵放流

ひき縄 － －

兵庫 ひき縄 － －

播磨灘 兵庫 はなつぎ網 操業禁止 休漁日の設定16:00-05:00
受精卵放流

さわら流し網 － 網目： 寸以上3.6
－ 網の長さ： 反以内16

秋漁の抑制

受精卵放流

ひき縄 － －

岡山 さわら流し網 網の長さ： ｍ～ 反 網目：新規網は 寸以上620 16 3.5
秋漁の抑制

受精卵放流

さわら船曳網 － －

ひき縄 － －

徳島 さわら流し網 － 網目： 寸以上3.6
網の長さ： ｍ以内2000

香川 さわら流し網 － 網目： 寸以上4.0
網の長さ： 反15
秋漁の抑制等

受精卵確保・中間育成放流

受精卵放流

ひき縄 － －
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備讃瀬戸 岡山 さわら流し網 網の長さ： ｍ 網目：新規網は 寸以上620 3.5
秋漁の抑制

ひき縄 － －

香川 さわら流し網 網の長さ： ｍ 網目： 寸以上(高松地区)620 3.8
秋漁の抑制等

受精卵確保・中間育成放流

受精卵放流

ひき縄 － －

燧灘 広島 さごし巾着網 身網： 節以下 中間育成・放流14
網丈： ｍ以内150
網の長さ： ｍ以内700

さわら流し網 網目： ～ 寸 中間育成・放流3 4.3
網丈： ｍ以内25
網の長さ： ｍ以内600

香川 さわら流し網 網の長さ： ｍ以内 網の長さ： ｍ以内1,085 1,085
秋漁の抑制等

受精卵放流

愛媛 さわら流し網 網目： ㎝以上 －10.6
網の長さ： ｍ以内1,000
網の高さ： 目以内200

さごし流し網 網目： ～ 寸以下 －1.3. 2
網の長さ： ｍ以内757
網の高さ： 目以内200

安芸灘 広島 さわら流し網 網目： ～ 寸 －3 4.3
網丈： ｍ以内25
網の長さ： ｍ以内1,100

山口 さわら流し網 網目： ㎝以上 －10
網の長さ： ｍ以内1,800

愛媛 さわら流し網 網目： ㎝以上 －10.6
網の長さ： ｍ以内1,000
網の高さ： 目以内200

伊予灘 山口 さわら流し網 網目： ㎝以上 －10
網の長さ： ｍ以内1,800

愛媛 さわら流し網 網目： ㎝以上 －10.6
網の長さ： ｍ以内1,000
網の高さ： 目以内200

大分 さわら流し網 網の長さ： ｍ以内 －1,500
周防灘 山口 さわら流し網 網目： ㎝以上 －10

網の長さ： ｍ以内1,800
福岡 さわら流し網 － －

大分 さわら流し網 － －

(注)漁業種類は、略称を用いており許可上の名称と異なる場合がある。

資料：水産庁（各府県からの聞き取りによる）

② 遊漁の現状

遊漁者によりサワラの採捕が行われているという情報もあるが、採捕実態が不明であ

り、今後、実態把握に努めていく必要がある。
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③ 資源の積極的培養措置

瀬戸内海においては 他の海域に先駆け昭和 年から社団法人日本栽培漁業協会 以、 （38
下「日栽協」という ）においてマダイ等の種苗生産の取り組みが行われており、サワ。

ラの種苗生産は、昭和 年度からの日栽協屋島事業場と玉野事業場において、量産に56
向けた技術開発が開始された。

本種はふ化直後から魚食性を有し、餌となる生きたふ化仔魚を大量に必要とするため

量産が困難であることや当時は本種の漁獲量が増加傾向にあったこと等から、技術開発

は昭和 年で休止されたが、その後、サワラ漁獲量が激減したことにより香川県及び63
漁業関係者からの種苗生産技術開発の再開要請があり、これを受けて平成 年度から10
屋島事業場での種苗生産技術開発が再開している。

サワラの種苗生産技術は、昭和 年までの技術開発の成果と新しく開発された技術63
に加え、飼育餌料としてのふ化仔魚とイカナゴシラスの確保体制が整ったことで量産が

可能となり、また、得られた種苗を用いて、放流効果試験も実施している。

しかし、本種は、他魚種に比べ餌料の選択性が強く種苗生産から中間育成まで生餌の

給餌を必要とすること、共食いが非常に激しいこと、成長が早いことから大型の施設を

要することなど、育成上の課題が多く残されている。

また、香川県や漁業者サイドにおいても、中間育成の取り組みや種苗生産のための受

精卵確保への協力等が行われている。

平成 年度においては、日栽協屋島事業場で 万 千尾が生産され、 万 千尾が13 10 3 5 5
放流されており、香川県（県、四海・女木島漁協 、広島県走島漁協でも同事業場の種）

苗を中間育成し、それぞれ ㎜サイズ 尾、 ㎜サイズ 尾の放流が行われ100 5,600 80 1,200
ている。また、放流効果の確認のため、焼印標識やＡＬＣ耳石標識等の標識放流が実施

されている。

また、漁業者の自主的な資源管理の取り組みとして、大阪府、兵庫県、岡山県、香川

県の漁業者による船上受精卵放流が行われている。

サワラの種苗生産・中間育成・放流については、広域的かつ大量に放流するための技

術開発の向上や西側海域での種苗生産・放流体制の確立が望まれている。

④ 漁場環境の保全措置

藻場・干潟は、水産生物の産卵、幼稚魚の生育場として重要な役割を果たしているだ

けでなく、水質浄化機能による海の汚濁防止、ひいては漁業資源の健全な育成に貢献し

ている。瀬戸内海は、サワラ等の産卵、幼稚魚の育成場となっているが、埋め立て等の

開発行為等により藻場・干潟の消失が進み、藻場（アマモ場）は昭和 年 か35 22,635ha
ら平成 年 に、干潟は昭和 年 から平成 年 に減少してお2 6,381ha 44 15,000ha 2 11,734ha
り、漁業を支えていく上で懸念される状況にある。

現在、瀬戸内海各府県において、投石による藻場の造成や覆砂による干潟の造成等を

通じ漁場環境の保全・創造が行われているが、今後も積極的な事業展開が重要となって

いる。

また、瀬戸内海の漁場環境の変化が、資源に悪影響を与えた要因の一つであるといわ

れていることから、関係機関と協力して漁場環境の実態把握にも努めていくことの必要

性が指摘されている。

３ 資源回復の目標

今後サワラ資源を安定的に漁獲していくためには、資源状況の改善が不可欠である。

資源が減少し１尾当たりの餌が増加したことにより０歳魚の体長の増大が顕著に認め

られるようになったのは、資源量が最大時の約１／３に低下した平成４年頃であると考
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えられていることから、生態や環境に配慮した資源量レベルは トンであると考え5,800
られる。

しかしながら、早期にこの水準にしていくためには、漁獲努力量を大幅に低下させる

必要があり、魚価等への影響を踏まえれば、資源回復措置を段階的に取り組んでいく必

要がある。

したがって、平成２３年度までの取組により当面の５年間で資源の減少をくいとめた

上で安定した回復傾向にしていくことを目標とする。

４に掲げる措置を行った場合のシミュレーション（資源動向予測）を現状で把握でき

るデータを用いて行ったところ、平成２３年には、資源量が平成１２年（基準年）の最

大で６５％程度増加するものと予測される。

また、サワラの成熟開始年齢が２歳であり、再生産のサイクルが３年と比較的早く資

源管理効果が発現することが考えられることから、毎年の資源状況をみながら適正な漁

獲管理方策や種苗放流等を検討していくことが必要である。

４ 資源回復のために講じる措置と実施期間

資源回復を図るため、小型魚の保護、産卵の機会の増加による資源の増大等を図るた

め、休漁、網目規制等による漁獲努力量の削減措置を行うとともに、種苗放流等による

資源の積極的培養や漁場環境の保全措置を行う。

( ) 漁獲努力量の削減措置1

平成１４年度より平成２３年度までの１０年間、以下に掲げる瀬戸内海において、灘

、 、・漁業種類ごとに秋漁等の休漁措置を行い 瀬戸内海全域で網目の規制を行うとともに

瀬戸内海に隣接する海域においても瀬戸内海系群のサワラを対象とする漁業について関

係県や海区漁業調整委員会等と連携して必要な措置を講じる。

各海域別漁業種類別規制措置

海 域 漁 業 種 類 規 制 措 置

紀伊水道 ひき縄等 サワラを目的とした操業の禁止

（ ～ ）5/15 6/20
大阪湾 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁6/5 7/11

網目→ ㎝以上10.6
ひき縄 サワラを目的とした操業の禁止

（ ～ ）5/25 6/30
播磨灘 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁9/1 11/30

網目→ ㎝以上10.6
ひき縄 サワラを目的とした操業の禁止

（ ～ ）9/1 11/30
はなつぎ網 漁獲量→過去 カ年平均 割を上限5 8
さわら船曳網 漁獲量→過去 カ年平均 割を上限5 8

備讃瀬戸 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁9/1 11/30
網目→ ㎝以上10.6

ひき縄 サワラを目的とした操業の禁止

（ ～ ）9/1 11/30
燧灘 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁 (※)9/1 9/30

網目→ ㎝以上10.6
さごし巾着網 漁獲量→過去 年平均 割を上限5 8
さごし流し網 全面休漁



- 9 -

安芸灘 さわら流し網 秋漁（ ～ ）→休漁 (※)9/1 9/30
網目→ ㎝以上10.6

伊予灘 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁5/16 6/15
網目→ ㎝以上10.6

周防灘 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁5/1 5/31
網目→ ㎝以上10.6

※ 燧灘及び安芸灘のさわら流し網漁業の規制措置については、 、 月の休漁等漁獲10 11
努力量削減措置について引き続き検討する。

（注） 以降の許可を秋漁とする。9/1

瀬戸内海に隣接する海域における規制措置

海 域 漁 業 種 類 規 制 措 置

紀伊水道外域 ひき縄等 サワラを目的とした操業の禁止

（ ～ ）5/15 6/20
宇和海 さわら流し網 春漁（ ～ ）→休漁5/1 5/31

さごし・めじか流し網 ～ →休漁8/1 9/30
瀬戸内海に隣接する海域における規制措置において、

１．紀伊水道外域とは、和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生

田岬灯台に至る直線、和歌山県西牟婁郡白浜町瀬戸埼から徳島県海部郡牟岐町牟岐港

古牟岐東防波堤灯台に至る直線及び陸岸によって囲まれた海域をいう。

２．宇和海とは、愛媛県佐田岬灯台と大分県関埼灯台を結んだ直線以南の愛媛県海域を

いう。

( ) 資源の積極的培養措置2

① 種苗放流

サワラの種苗放流は、漁獲規制による資源回復措置を補完し、早期に一定の資源水準

への回復を達成するための資源添加と位置付け、東西の系群ごとにサワラの種苗生産・

中間育成・放流体制を確立する。

具体的には、東部系群は屋島事業場、西部系群は伯方島事業場において飼育技術の効

率化、中間育成技術の開発及び放流技術開発に取り組み、関係府県は中間育成・放流等

を実施する。

サワラは広域に回遊する資源であることから、当該資源を利用する関係府県・漁業者

等による協力体制が不可欠である。このため、採卵・人工授精のための親魚確保、種苗

飼育のための初期餌料（大量のマダイ等ふ化仔魚 ・イカナゴシラス（冷凍）の確保及び）

中間育成・放流等について協調した取り組みを構築する。併せて、放流効果の確認のた

め関係府県によるモニタリング協力体制を構築する。

② 船上受精卵放流の継続

漁業者の自主的な資源増殖の取り組みとして実施されている船上受精卵放流について

は、技術の啓発等により、継続・拡大するよう努める。

③ 漁場整備

瀬戸内海の水産資源の持続的利用、漁業生産のより一層の回復・増大を図るため、魚

類の蝟集、発生及び生育が効率的に行われる魚礁漁場の造成や有用水産生物の発生・生

育に適した増殖場の整備を行う。
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( ) 漁場環境の保全措置3

漁場の生産力の回復や水産資源の生育場の環境改善を図るため、藻場・干潟の造成等

を行うとともに堆積物の除去等による漁場環境の維持・保全の取り組みを行う。

また、関係機関と協力して漁場環境の実態把握等に努め、漁場環境の改善に係る施策

に取り組む。

５ 漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置

資源回復を実現するため休漁等の規制措置を行うが、その実効性を確保するため、資源

状況や操業状況に機動的に対応できるよう、委員会指示や漁業調整規則等の公的担保措置

を講じていく必要がある。

また、漁獲努力量の増大を抑制するため、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律等

に基づく措置を行う。

更に、漁獲状況の変動や漁ろう技術の向上等による資源利用の集中、漁獲能力の向上等

により合理的な資源利用が阻害される恐れがあることも想定されるため、このような状況

が生じた場合には、漁業法又はこれに基づく委員会指示等により適正な操業隻数等の管理

を行うことも併せて検討する必要がある。

６ 資源回復のために講じる措置に対する支援策

( ) 漁獲努力量削減措置に関する経営安定策1

資源回復計画の実施に伴う休漁等の資源回復措置による漁業経営に与える影響を緩和

するための漁業経営安定支援措置として、国、府県、漁業者がそれぞれ１／３の負担に

よる資金を造成し、休漁期間中の経営の維持、休漁中の漁船の有効活用等を推進する。

目 的 事 業 名 及 び 内 容

小型魚漁獲の選択的回避等のた 資源回復計画推進支援事業のうち漁具改良等支援

（網目拡大に伴い不要となる現在使用中の漁具等の廃棄に必要な経費について助成）めに行う網目拡大 事業

休漁中の漁船が、休漁状況の監 資源回復計画推進支援事業のうち休漁漁船活用支

（休漁期間中の漁船の活用に要した経費について助成）視、漁場の清掃等に従事 援事業

休漁推進支援金の交付 資源回復計画推進支援事業のうち休漁推進支援事

（新たに強化された休漁期間中の漁業経営の維持に必要な経費について、一定割合の支援金を業

交付）

( ) 資源の積極的培養措置2

国、府県は、４( )の措置を積極的に推進する。2

( ) 漁場環境の保全措置3

国、府県は、４( )の措置を積極的に推進する。3

７ 資源回復措置の実施に伴う進行管理

今後、資源回復計画の実効を期すため、漁業者、行政、研究サイドが一体となった資源

回復計画の進行管理体制を構築し、資源回復計画に基づく取り組みの評価、資源回復措置

の見直し等を行う。
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( ) 資源回復措置の実施状況の把握1

国、府県は、資源回復措置の実施状況を毎年把握するとともに、サワラを対象とする

漁業の漁獲報告等により操業状況の把握を行う。

( ) 資源動向の調査2

国は関係府県と連携してサワラ瀬戸内海系群について調査・評価体制を構築し、資源

状況の把握を行う。

( ) 資源回復措置の見直し3

国、府県等は、( )、( )の結果を踏まえ資源回復措置の評価を検討するとともに必要1 2
に応じ回復措置の見直しを行う。

( ) 進行管理に対する組織体制4

資源回復措置の

実施状況の把握

漁獲量等報告

資源動向と資 資源回復措置の 資源回復計画

源回復措置と 見直しの検討 の見直し漁業者・府 県

の評価・検討・水産庁

水産庁・府県(試験 広域漁業調整委員会 水産庁

研究機関含む)・水 等資源動向の調査

産研究所、漁業者等

水産研究所・

府県試験研究機関

８ その他

資源回復計画は、資源の回復を図り、将来的に国民に対する水産物の安定供給を実現し

ていくための施策であるが、漁業者による漁獲努力量削減の取り組みのほか種苗放流、漁

場環境保全等の資源回復措置及びこれに必要な支援を行うことにより資源の回復を図って

いくものであることから、国民の理解を得ながら計画を進めていく必要があり、計画につ

いて広く情報提供を行うこととする。また、資源回復計画期間中の需給関係に配慮しなが

ら計画を進めていくこととする。
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（別表）

紀伊水道 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

基点ア：和歌山県和歌山市沖ノ島西端から三百三十六度二十分三

千四百八十メートルの点

基点イ：和歌山県和歌山市沖ノ島西端から二百九度五十分二千六

百メートルの点

基点ウ：大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点

から三百五度二十分の方位線と 基点アから大阪府泉南郡、

岬町観音崎の鼻に至る見通し線との交点

基点エ：基点アと基点イを結んだ線と、和歌山県和歌山市沖ノ島

西端と兵庫県洲本市成ヶ島東端を結んだ線との交点

一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬

灯台に至る直線

二 大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から基点

ウ、基点ア、基点エを経て兵庫県洲本市成ヶ島東端に至る線

三 兵庫県南あわじ市門埼と徳島県鳴門市大毛島孫埼を結んだ線

四 小鳴門水道東口小鳴門橋

大阪湾 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

基点ア：和歌山県和歌山市沖ノ島西端から三百三十六度二十分三

千四百八十メートルの点

基点イ：和歌山県和歌山市沖ノ島西端から二百九度五十分二千六

百メートルの点

基点ウ：大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点

から三百五度二十分の方位線と、基点アから大阪府泉南郡

岬町観音崎の鼻に至る見通し線との交点

基点エ：基点アと基点イを結んだ線と、和歌山県和歌山市沖ノ島

西端と兵庫県洲本市成ヶ島東端を結んだ線との交点

一 大阪府と和歌山県との最大高潮時海岸線における境界点から基点

ウ、基点ア、基点エを経て兵庫県洲本市成ヶ島東端に至る線

二 兵庫県神戸市と同県明石市との最大高潮時海岸線における境界点と

同県淡路市岩屋と同市野島江崎との最大高潮時海岸線における境界点

を結んだ線

播磨灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

一 兵庫県神戸市と同県明石市との最大高潮時海岸線における境界点と

同県淡路市岩屋と同市野島江崎との最大高潮時海岸線における境界点

を結んだ線

二 兵庫県南あわじ市門埼と徳島県鳴門市大毛島孫埼を結んだ線

三 小鳴門水道東口小鳴門橋

四 岡山県岡山市と同県瀬戸内市牛窓町との最大高潮時海岸線における

境界点と香川県小豆郡土庄町蕪埼を結んだ線

五 香川県小豆郡小豆島町釈迦ヶ鼻と同県さぬき市大串埼を結んだ線
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備讃瀬戸 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

一 岡山県岡山市と同県瀬戸内市牛窓町との最大高潮時海岸線における

境界点と香川県小豆郡土庄町蕪埼を結んだ線

二 香川県小豆郡小豆島町釈迦ヶ鼻と同県さぬき市大串埼を結んだ線

三 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点から広島県福

山市宇治島東端を経て香川県三豊市詫間町三埼に至る直線

燧灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、安芸灘を除いた海

域

一 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点から広島県福

山市宇治島東端を経て香川県三豊市詫間町三埼に至る直線

二 広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界

点と同市上蒲刈島白埼を結んだ線

三 広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮

時海岸線における境界点を結んだ線

安芸灘 次に掲げる海域一及び二を合わせた海域

一 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

ア：広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線におけ

る境界点と同市上蒲刈島白埼を結んだ線

イ：広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最

大高潮時海岸線における境界点を結んだ線

ウ：愛媛県松山市白石ノ鼻と同市興居島頭埼灯台を結んだ線

エ：愛媛県松山市興居島頭埼灯台と同市野忽那島野忽那島灯台を

結んだ線

オ：愛媛県松山市野忽那島北端と同市中島東端を結んだ線

カ：愛媛県松山市中島歌埼と同市津和地島東端を結んだ線

キ：愛媛県松山市津和地島西端と同市由利島西端を結んだ線

ク：愛媛県松山市由利島西端と山口県柳井市平郡島盛鼻を結んだ

線

ケ：山口県柳井市と同県熊毛郡上関町との最大高潮時海岸線にお

ける境界点（以下「基点ア」という ）と同県柳井市平郡島櫛。

崎を結んだ線と同市平郡島の最大高潮時海岸線との交点のうち

最も北部に位置する点と基点アを結んだ線

二 一の線イ、次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、広

島県海域

コ：広島県呉市上蒲刈島黒鼻と同市斎島西端を結んだ線
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伊予灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域のうち、安芸灘を除いた海

域

一 広島県呉市仁方町と同市川尻町との最大高潮時海岸線における境界

点と同市上蒲刈島白埼を結んだ線

二 広島県呉市上蒲刈島黒鼻と愛媛県松山市と同県今治市との最大高潮

時海岸線における境界点を結んだ線

三 愛媛県佐田岬灯台と大分県関埼灯台を結んだ線

四 山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同

県下松市笠戸島鎌石岬を結んだ線

五 山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最

大高潮時海岸線における境界点を結んだ線

周防灘 次に掲げる線及び陸岸によって囲まれた海域

一 山口県下松市と同県光市との最大高潮時海岸線における境界点と同

県下松市笠戸島鎌石岬を結んだ線

二 山口県下松市笠戸島火振岬と大分県豊後高田市と同県国東市との最

大高潮時海岸線における境界点を結んだ線

三 山口県火ノ山下潮流信号所と福岡県門司埼灯台を結んだ線



瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る

さ
わ
ら
を
対
象
と
し
た
漁
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日

瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委
員
会

会
長

前
田

健
二

１

定
義

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
瀬
戸
内
海
」
と
は
、
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
二
十
七
条
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
水
域
を
い
う
。
な
お
、
瀬
戸
内
海
に
お
け
る
さ
わ
ら
を
対
象
と
し
た
漁
業
の
水
域
区
分
は
次
表

下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

紀
伊
水
道

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

基
点
ア
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
三
百
三
十
六
度
二
十
分
三
千
四
百
八

十
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
イ
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
二
百
九
度
五
十
分
二
千
六
百
メ
ー
ト

ル
の
点

基
点
ウ
‥
大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
三
百

五
度
二
十
分
の
方
位
線
と
、
基
点
ア
か
ら
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
観
音
崎
の
鼻

に
至
る
見
通
し
線
と
の
交
点

基
点
エ
‥
基
点
ア
と
基
点
イ
を
結
ん
だ
線
と
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
と
兵

庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

一

和
歌
山
県
紀
伊
日
ノ
御
埼
灯
台
か
ら
徳
島
県
伊
島
及
び
前
島
を
経
て
蒲
生
田
岬
灯
台
に
至

る
直
線

、

、

二

大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
基
点
ウ

基
点
ア

基
点
エ
を
経
て
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
に
至
る
線

三

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
門
埼
と
徳
島
県
鳴
門
市
大
毛
島
孫
埼
を
結
ん
だ
線

四

小
鳴
門
水
道
東
口
小
鳴
門
橋

大
阪
湾

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

基
点
ア
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
三
百
三
十
六
度
二
十
分
三
千
四
百
八

十
メ
ー
ト
ル
の
点

基
点
イ
‥
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
か
ら
二
百
九
度
五
十
分
二
千
六
百
メ
ー
ト

ル
の
点

基
点
ウ
‥
大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
三
百

五
度
二
十
分
の
方
位
線
と
、
基
点
ア
か
ら
大
阪
府
泉
南
郡
岬
町
観
音
崎
の
鼻

に
至
る
見
通
し
線
と
の
交
点

基
点
エ
‥
基
点
ア
と
基
点
イ
を
結
ん
だ
線
と
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
沖
ノ
島
西
端
と
兵

庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
を
結
ん
だ
線
と
の
交
点

、

、

一

大
阪
府
と
和
歌
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
基
点
ウ

基
点
ア

基
点
エ
を
経
て
兵
庫
県
洲
本
市
成
ヶ
島
東
端
に
至
る
線

二

兵
庫
県
神
戸
市
と
同
県
明
石
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
淡
路

市
岩
屋
と
同
市
野
島
江
崎
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

播
磨
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

兵
庫
県
神
戸
市
と
同
県
明
石
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
淡
路

市
岩
屋
と
同
市
野
島
江
崎
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

二

兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
門
埼
と
徳
島
県
鳴
門
市
大
毛
島
孫
埼
を
結
ん
だ
線

三

小
鳴
門
水
道
東
口
小
鳴
門
橋

四

岡
山
県
岡
山
市
と
同
県
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と

香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
蕪
埼
を
結
ん
だ
線

五

香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町
釈
迦
ヶ
鼻
と
同
県
さ
ぬ
き
市
大
串
埼
を
結
ん
だ
線



備
讃
瀬
戸

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

岡
山
県
岡
山
市
と
同
県
瀬
戸
内
市
牛
窓
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と

香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
蕪
埼
を
結
ん
だ
線

二

香
川
県
小
豆
郡
小
豆
島
町
釈
迦
ヶ
鼻
と
同
県
さ
ぬ
き
市
大
串
埼
を
結
ん
だ
線

三

広
島
県
と
岡
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
広
島
県
福
山
市
宇
治

島
東
端
を
経
て
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
三
埼
に
至
る
直
線

燧
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
安
芸
灘
を
除
い
た
海
域

一

広
島
県
と
岡
山
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
か
ら
広
島
県
福
山
市
宇
治

島
東
端
を
経
て
香
川
県
三
豊
市
詫
間
町
三
埼
に
至
る
直
線

二

広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
市

上
蒲
刈
島
白
埼
を
結
ん
だ
線

三

広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線

に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

安
芸
灘

次
に
掲
げ
る
海
域
一
及
び
二
を
合
わ
せ
た
海
域

一

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

ア
：
広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

と
同
市
上
蒲
刈
島
白
埼
を
結
ん
だ
線

イ
：
広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

ウ
：
愛
媛
県
松
山
市
白
石
ノ
鼻
と
同
市
興
居
島
頭
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

エ
：
愛
媛
県
松
山
市
興
居
島
頭
埼
灯
台
と
同
市
野
忽
那
島
野
忽
那
島
灯
台
を
結
ん
だ
線

オ
：
愛
媛
県
松
山
市
野
忽
那
島
北
端
と
同
市
中
島
東
端
を
結
ん
だ
線

カ
：
愛
媛
県
松
山
市
中
島
歌
埼
と
同
市
津
和
地
島
東
端
を
結
ん
だ
線

キ
：
愛
媛
県
松
山
市
津
和
地
島
西
端
と
同
市
由
利
島
西
端
を
結
ん
だ
線

ク
：
愛
媛
県
松
山
市
由
利
島
西
端
と
山
口
県
柳
井
市
平
郡
島
盛
鼻
を
結
ん
だ
線

ケ
：
山
口
県
柳
井
市
と
同
県
熊
毛
郡
上
関
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界

点
（
以
下
「
基
点
ア
」
と
い
う

）
と
同
県
柳
井
市
平
郡
島
櫛
崎
を
結
ん
だ
線
と

。

同
市
平
郡
島
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
と
の
交
点
の
う
ち
最
も
北
部
に
位
置
す
る
点

と
基
点
ア
を
結
ん
だ
線

二

一
の
線
イ
、
次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
広
島
県
海
域

コ
：
広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
同
市
斎
島
西
端
を
結
ん
だ
線

伊
予
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域
の
う
ち
、
安
芸
灘
を
除
い
た
海
域

一

広
島
県
呉
市
仁
方
町
と
同
市
川
尻
町
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
市

上
蒲
刈
島
白
埼
を
結
ん
だ
線

二

広
島
県
呉
市
上
蒲
刈
島
黒
鼻
と
愛
媛
県
松
山
市
と
同
県
今
治
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線

に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

三

愛
媛
県
佐
田
岬
灯
台
と
大
分
県
関
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線

四

山
口
県
下
松
市
と
同
県
光
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
下
松
市

笠
戸
島
鎌
石
岬
を
結
ん
だ
線

五

山
口
県
下
松
市
笠
戸
島
火
振
岬
と
大
分
県
豊
後
高
田
市
と
同
県
国
東
市
と
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

周
防
灘

次
に
掲
げ
る
線
及
び
陸
岸
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

一

山
口
県
下
松
市
と
同
県
光
市
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
と
同
県
下
松
市

笠
戸
島
鎌
石
岬
を
結
ん
だ
線

二

山
口
県
下
松
市
笠
戸
島
火
振
岬
と
大
分
県
豊
後
高
田
市
と
同
県
国
東
市
と
の
最
大
高
潮
時

海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
を
結
ん
だ
線

三

山
口
県
火
ノ
山
下
潮
流
信
号
所
と
福
岡
県
門
司
埼
灯
台
を
結
ん
だ
線



２

網
目
の
制
限

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
流
し
網
漁
業
に
お
い
て
使
用
す
る
漁
具
の
網
目
は
、
十
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
。

３

区
域
の
操
業
制
限

、

、

。

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
は

中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
っ
て

下
欄
に
掲
げ
る
制
限
を
設
け
る

区

域

期

間

制

限

紀
伊
水
道

五
月
十
五
日
か
ら
六
月
二
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

大
阪
湾

五
月
二
十
五
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

（
た
だ
し
、
さ
わ
ら
流
網
漁
業
は
六
月
五

日
か
ら
七
月
十
一
日
ま
で
）

播
磨
灘

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

は
な
つ
ぎ
網
漁
業
に
お
け
る
さ
わ
ら
の
年
間
漁
獲

量
を
四
十
ト
ン
以
下
と
す
る

さ
わ
ら
船
曳
網
漁
業
に
お
け
る
さ
わ
ら
の
年
間
漁

獲
量
を
二
ト
ン
以
下
と
す
る

備
讃
瀬
戸

九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

燧
灘

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

さ
ご
し
巾
着
網
漁
業
に
お
け
る
さ
わ
ら
の
年
間
漁

獲
量
を
四
十
六
ト
ン
以
下
と
す
る

安
芸
灘

九
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

伊
予
灘

五
月
十
六
日
か
ら
六
月
十
五
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

周
防
灘

五
月
一
日
か
ら
五
月
三
十
一
日
ま
で

さ
わ
ら
を
目
的
と
し
た
操
業
の
禁
止

４

指
示
の
有
効
期
間

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
委
員
会
指
示
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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カタクチイワシ瀬戸内海系群（燧灘）資源回復計画
平成１７年３月３１日公表

（平成１９年１０月２４日一部変更）
（平成２２年 ３月２４日一部変更）

１ 資源の現状と資源回復の必要性
（１）資源の特性と資源水準の現状

カタクチイワシは、ふ化後半年で約９㎝、１年で約１１㎝に成長し、寿命は２年程度
と考えられる。ほとんどの個体が１年で成熟し、ほぼ周年産卵するが、主産卵期は５月
～９月である。
カタクチイワシは、カイアシ類などの小型の甲殻類を主な餌としており、サワラ、ス

ズキ、サバ類、タチウオなどの魚食性魚類に捕食される。
カタクチイワシ瀬戸内海系群は、太平洋南区春季発生群と内海発生群との混合資源で

ある。太平洋南区春季発生群は３月～５月に薩南海域から土佐湾で生まれ、黒潮によっ
、 。 、て輸送される際 その一部が瀬戸内海に補給される 春から秋に瀬戸内海で成長した後

、 。 、外海へ出て越冬し 翌春産卵する 内海発生群は夏から秋に瀬戸内海の各海域で生まれ
瀬戸内海で成長する。一部は瀬戸内海に残ると考えられているが、大部分は外海へ出て
越冬し、翌春、瀬戸内海に来遊して産卵する。
瀬戸内海系群については１９８１年以降の資源量が推定されており、資源量は１９８

５年に５３．５万トンで最大になった後、１９９７年の１１．２万トンまで漸減した。
その後は増加傾向を示しており、２００３年には２９．０万トンとなった。資源量に対
する漁獲割合は１９～３９％であり、特に１９８６年～１９９０年にかけて３０％以上
の年が続いた。

（図１）カタクチイワシ瀬戸内海系群の資源量と漁獲割合の推移

出典：我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価要約版 （水産庁ほか））

（２）漁獲量の推移と資源回復の必要性
（ 。） 、 、瀬戸内海での漁獲量 シラスを含む は １９８５年のカタクチイワシ１０万トン

シラス５万トンをピークにその後は減少傾向を示し、１９９０年代後半はカタクチイワ
シ、シラスとも２万トン前後で推移した。１９９９年以降は７万トン前後で推移してい
るもののピーク時の半分程度の漁獲量となっている。
また、燧灘での漁獲量は、瀬戸内海の漁獲量の推移と同様の傾向を示しており、１９

８５年の約５万トンをピークに減少し、近年では増加傾向はあるものの２万トンを下回
る水準となっている。
カタクチイワシの資源量は、新規加入量に大きく左右されるため、安定的な新規加入
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の確保が必要であるものの、これまでの調査等において産卵親魚量と加入量の間に明瞭
な関係は認められておらず、親魚を保護することにより新規加入量の増加が必ずしも保
証されないといった特殊性がある。
しかしながら、瀬戸内海海域におけるカタクチイワシへの漁獲圧力は経年的に高い傾

向であることが知られており、現在の比較的安定した加入状況が悪化すれば資源悪化や
漁獲量減少を招くこととなること、また、既に資源回復計画に取り組んでいるサワラな
どの餌生物としても重要であること、さらに、瀬戸内海海域の中で漁獲量が多い燧灘海
域において、関係漁業者により、減少した漁獲量の回復を目的とした自主的な資源管理
の取組が行われていることを踏まえると、燧灘の当該資源に係る資源管理の取組を基盤

、 。として 瀬戸内海域におけるカタクチイワシの資源維持を図ることが適当と考えられる

燧灘カタクチイワシ対象海域図

（図２）瀬戸内海におけるカタクチイワシ・シラスの漁獲量の推移

資料：瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動向（中国四国農政局）
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（図３）燧灘におけるカタクチイワシ・シラスの漁獲量の推移

資料：瀬戸内海区及び太平洋南区における漁業動向（中国四国農政局）

（図４）カタクチイワシ瀬戸内海系群の再生産関係

出典：我が国周辺水域の漁業資源評価（魚種別系群別資源評価要約版）（水産庁ほか）

２ 資源の利用と資源管理等の現状
（１）関係漁業等の現状

①関係漁業の現状
燧灘のカタクチイワシを対象とする漁業は、瀬戸内海機船船びき網漁業、いわし機船

船びき網漁業があり、通常、１ヶ統当たり網船２隻、運搬船１～２隻（漁場探索船は網
船又は運搬船が兼ねる ）で操業を行っている。。
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許可漁業の現状

県名 漁業種類 管理区分 許可統数 漁船規模 操業(許可)期間 盛漁期

広島 瀬戸内海機船船びき網 許可漁業 ２３ヶ統 10トン未満 6 10～12 31 ６～８月/ /

香川 瀬戸内海機船船びき網 許可漁業 ２３ヶ統 10トン未満 5 15～翌1 15 ６～９月/ /

愛媛 瀬戸内海機船船びき網 許可漁業 ９ヶ統 10トン未満 5 15～翌1 15 ６～８月/ /

いわし機船船びき網 許可漁業 ８ヶ統 5トン未満 1 1～12 31 ６～８月/ /

（注）許可統数は、平成１７年１月現在の数値（県調べ）

②漁獲量、漁獲金額の推移
（図５）広島県における漁獲量・漁獲金額の推移

資料：広島県農林水産統計年報（中国四国農政局広島統計・情報センター）

資料：広島県からの聞き取り（共販金額ベース）
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（図６）香川県における漁獲量・漁獲金額の推移

資料：香川水産統計年報（中国四国農政局高松統計・情報センター）

資料：香川県からの聞き取り（共販金額ベース）

（図７）愛媛県における漁獲量・漁獲金額の推移

資料：愛媛農林水産統計年報水産編（中国四国農政局松山統計・情報センター）
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資料：愛媛農林水産統計年報水産編（中国四国農政局松山統計・情報センター）

資料：愛媛県からの聞き取り（共販金額ベース）

③漁業形態及び経営の現状
燧灘における瀬戸内海機船船びき網漁業及びいわし機船船びき網漁業は、漁獲と加工

を同一経営体が営んでおり、カタクチイワシ操業期間においては、同漁業が漁業就業の
場として機能することに加えて、加工場による地域社会の就業の場を提供する機能も有
している。

④消費と流通の現状
漁獲物の大半は加工品（チリメン、煮干し）となり、県漁連等を通じて出荷されてい
。 、 。る 消費地においては食材としての利用のほか 料理の出し汁等に広く利用されている

（２）資源管理等の現状
①関係漁業の主な資源管理措置
燧灘のカタクチイワシの資源管理については、現在、漁業調整規則等や漁業者間の自

主的な取組により、漁期の短縮や定期休漁日の設定等を行っている。
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主な資源管理措置（公的、自主的）

県名 漁業種類 漁業調整規則等 自主的な取組

広島 瀬戸内海機船船びき網 操業禁止 シラス漁期の繰り延べ

日没～日の出 資源の状況によっては，走島漁協

つぼ網の定置場所から1,000 ぱっち網協議会の議決により，シ

メートル以内の区域 ラス漁の開始を遅らせる。

袋網の網目 操業日数の削減

もじ網50センチメートルに 毎週2日以上の休業を目標にし、必

つき80径（羽）より粗いも 要に応じて臨時休業日を設ける。

のを使用してはならない。 漁獲サイズ

商品価値のない全長20 以下がmm
群の主体のときは操業を控える。

香川 瀬戸内海機船船びき網 漁業権漁場では、その漁業の （平成１６年度実績）

妨害をしてはならない。 操業期間

大羽は6 10、チリメンは6 21より開/ /
。 。始 漁期終了は世話人会で決める

休日：週休２日（木・日 、海の日）

休業

、 、 、海の状況 魚体 価値等を検討し

世話人会で決める。

操業時間

（盆休み前）

出漁：5 30 終漁(船合わせ)18 00: :
網船先着順の操業

（盆休み以後）

出漁：6 00 終漁(船合わせ)17 30: :
網船先着順の操業

袋網の目合い：240径を限度とする

（ ）240径より粗いものを使用する

愛媛 瀬戸内海機船船びき網 操業禁止 同上

日没後１時間～日の出前１

時間

既に免許を受けた漁業の操業

を妨げてはならない。

いわし機船船びき網 操業禁止 （平成１６年度実績）

日没後１時間～日の出前１ 土曜日休漁

時間

操業区域

所属漁協の共同漁業権区域

内

袋網の網目

90径から220径までのもじ網

以外のものを使用してはな

らない。

既に免許を受けた漁業の操業

を妨げてはならない。
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②遊漁の現状
地域によっては、遊漁者による岸壁等からの釣りによる採捕が行われているが、採捕

量は資源量に影響を与える水準でないと考えられる。

③資源の積極的培養措置（栽培漁業、漁場造成等）
種苗放流や漁場造成等は特に行われていない。

④漁場環境の保全措置
漁場環境の保全措置は特に行われていない。

３ 資源回復の目標
燧灘でのカタクチイワシ漁獲量は、１９８５年の約５万トンをピークに近年では２万

、 、トンを下回る水準となっており 今後カタクチイワシを安定的に漁獲していくためには
現状の水準を下回ることがないよう資源量を維持することが不可欠である。
このため、既に当該資源に対する資源管理の取組が行われている燧灘において、関係

漁業者が一体的に平成２５年度までの間、４の資源回復措置に取り組むことにより、計
画期間後に当該資源の資源尾数水準を現状（計画開始前５年間平均）と同程度に維持す
ることを目標とする。
なお、現時点では、カタクチイワシは産卵親魚量と加入量の間に明瞭な相関関係が認

められておらず、将来の資源動向予測精度が高いとは言い難い状況にあることから、モ
ニタリング調査を行いつつ、計画期間後の資源量推定について、より適正な資源回復目
標へと随時修正することとする。

４ 資源回復のために講じる措置と実施期間
平成１７年度から平成２５年度までの間、次の漁獲努力量の削減措置を行う。

（１）漁獲努力量削減措置
①休漁期間の設定

瀬戸内海機船船びき網 ５月１５日～ 関係漁業者で協議決定した日（カタク
チイワシの産卵状況を踏まえて決定）

関係漁業者で協議決定した日（カタク ～ １月１５日
チイワシの産卵状況を踏まえて決定）

いわし機船船びき網 ４月 １日～ ５月３１日
１１月２２日～ ３月３１日

（操業期間）
瀬戸内海機船船びき網 関係漁業者で協議決定

（カタクチイワシの産卵状況を踏まえて決定）
いわし機船船びき網 ６月 １日～１１月２１日

②定期休漁日の設定
操業期間中に、週に１日以上の定期休漁日を設定する。なお、定期休漁日は現行の

休漁日数を下回らないものとする。
（参考：平成１６年の休漁日）

瀬戸内海機船船びき網 広島県 木曜日
香川県 木曜日、日曜日
愛媛県 木曜日、日曜日

いわし機船船びき網 愛媛県 土曜日

なお、上記①に関して、操業期間内における毎年の操業開始日及び操業終了日の設定
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に当たっては、漁獲物の品質を考慮し、煮干し加工等に不適切なカタクチイワシの漁獲
を避けるための試験採捕や魚体成分分析等を実施することにより、資源の回復と併せて
漁家経営の安定に資するよう努めることとする。

（２）資源の積極的培養措置
該当なし。

（３）漁場環境の保全措置
該当なし。

５ 漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置
資源回復を実現するため採捕、水揚げ制限等の規制措置を行うが、その実効性を確保

するため、資源状況や操業状況に機動的に対応できるよう、委員会指示等の公的担保措
置を講じていく必要がある。
また、漁獲努力量の増大を抑制するため、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律

等に基づく措置を行う。

６ 資源回復のために講じる措置に対する支援策
（１）漁獲努力量の削減措置に関する経営安定策

目 的 事業名及び内容

休漁中の漁船が漁場の監視等に 資源回復等推進支援事業のうち推進支援事業（休
従事 漁期間中の漁船の活用に要した経費について助

成）

（２）資源の積極的培養措置に対する支援措置
該当なし。

（３）漁場環境の保全措置に対する支援措置
該当なし。

７ 資源回復措置の実施に伴う進行管理
今後、資源回復計画の実効を期すため、漁業者、行政及び研究サイドが一体となった

資源回復計画の進行管理体制を構築し、資源回復計画に基づく取組の評価、資源回復措
置の見直し等を行う。

（１）資源回復措置の実施状況の把握
国及び関係三県は、資源回復措置の実施状況を毎年把握するとともに、資源回復措置

の円滑な実施が図られるよう、関係者を指導する。

（２）資源動向の調査
、 、国は 関係三県と連携して燧灘カタクチイワシ資源について調査・評価体制を構築し

資源状況の把握を行う。

（３）資源回復措置の見直し
国、関係三県等は （１ （２）の結果を踏まえ資源回復措置の評価を検討するとと、 ）、

もに、必要に応じ資源回復措置の見直しを行う。
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（４）進行管理に関する組織体制

資源回復措置の
実施状況の把握

漁獲量等報告

資源動向と資 資源回復措置の 資源回復計画
源回復措置の 見直しの検討 の見直し漁業者・県・水産庁

評価・検討

水産庁・県(試験研 広域漁業調整委員会 水産庁資源動向の調査
究機関含む。)・水 等

水産研究センター 産研究センター、

県試験研究機関 漁業者等

８ その他
この計画の対象資源は、瀬戸内海全域及び太平洋南部海域まで分布する資源であること

から、瀬戸内海系群全体の資源動向を注視しつつ計画を進めることとする。
この資源回復計画は、資源の回復を図り、将来的に国民に対する水産物の安定供給を実

現していくための施策であることから、国民の理解を得ながら計画を進めていく必要があ
り、計画について広く情報提供を行うこととする。

なお、本計画終了後においても、自立的な資源の維持管理が図られるよう管理体制の検
討等、所要の検討を行いつつ計画を推進す
るものとする。
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（別紙）

本計画において「燧灘」とは、次に掲げる直線及び陸岸によって囲まれた海域をいう。

１ 次のＡからＨまでの点を順次結んだ線
Ａ 広島県と岡山県との最大高潮時海岸線における境界点
Ｂ 広島県福山市箕島町箕島地区工業団地北東角から護岸沿い北西へ四百二十メートル
の点と岡山県笠岡市神島御崎を結んだ線（以下「ｂ線」という ）と、Ａの点と広島。
県福山市走島町走島くぼみを結んだ線との交点

Ｃ ｂ線と、Ａの点とＤの点を結んだ線との交点
Ｄ 岡山県笠岡市梶子島西端
Ｅ Ｄの点と岡山県笠岡市小飛島西端を結んだ線と、広島県福山市走島町宇治島東端と

岡山県笠岡市北木島西北端を結んだ線（以下「ｃ線」という ）との交点。
Ｆ Ｇの点と広島県福山市走島町袴島東端を結んだ線と、ｃ線との交点
Ｇ 岡山県笠岡市六島東端
Ｈ 香川県三豊市詫間町三埼突端

２ 広島県福山市狐崎と同市田島箱崎漁港箱崎地区南防波堤基部を結んだ線
３ 広島県福山市田島南端と愛媛県越智郡上島町弓削島馬立ノ鼻突端を結んだ線
４ 愛媛県越智郡上島町弓削島里ノ鼻突端と同町岩城島城ノ鼻突端を結んだ線
５ 愛媛県越智郡上島町岩城島新城鼻突端と広島県尾道市生口島五本松埼突端を結んだ線
６ 広島県尾道市瀬戸田町垂水と同町荻との最大高潮時海岸線における境界点と愛媛県今

治市大三島多々羅岬突端を結んだ線
７ 愛媛県今治市上浦町と同市大三島町との最大高潮時海岸線における境界点のうち最も

南部に位置する点と同市大島竹ヶ鼻突端を結んだ線
８ 愛媛県今治市大島長瀬ノ鼻突端と同市今治港東防波堤灯台中心点を結んだ線
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